
- 1 - 
 

令和５年 第５回 教育委員会会議録 

１．開会日時 令和５年５月２５日（木） 午後３時１０分 

２．場  所 対馬市立美津島北部小学校 

３．出席委員 一宮委員、佐伯委員、齋藤委員、早田委員 

４．出 席 者 
中島教育長、扇教育部長、扇次長兼教育総務課長、大浦学校教育課

長、財部生涯学習課長、川辺次長兼文化財課長 

５．会議書記 原田課長補佐 

６．閉会日時 令和５年５月２５日（木） 午後４時３０分 

７．議 事 

 

 日程第 １ 

  

日程第 ２ 

  

日程第 ３ 

  

日程第 ４ 

 

 

日程第 ５ 

 

 

日程第 ６ 

 

 日程第 ７ 

 

 日程第 ８ 

 

 

 日程第 ９ 

 

 日程第１０ 

 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

会期日程の決定 

 

教育長諸報告 

 

議案第１０号 専決処分の承認を求めることについて 

       （対馬市スポーツ推進委員の解嘱について） 

 

議案第１１号 専決処分の承認を求めることについて 

       （対馬市スポーツ推進委員の委嘱について） 

 

議案第１２号 「対州馬」の文化財追加指定について 

 

議案第１３号 対馬市教育支援委員会委員の委嘱について 

 

議案第１４号 令和６年度使用小・中学校教科用図書採択事務につい    

       て 

 

報告第 ８ 号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

 

その他 
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中島教育長 ただいまから、令和５年第５回対馬市教育委員会会議を開会いたし

ます。議事の進行につきましては、対馬市教育委員会会議規則により

進めたいと思います。 

では、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。今回の会議録

署名委員は、一宮委員さんと佐伯委員さんを指名します。よろしくお

願いいたします。 

一宮委員 

佐伯委員 

はい。 

中島教育長 続きまして、日程第２「会期日程の決定」でありますが、お諮りしま

す。本会議の会期は本日１日にしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

会場 「異議なし」の声。 

中島教育長 異議なしのようです。したがって、会期は本日５月２５日の１日と

いたします。会議運営につきまして、ご協力をお願いいたします。 

次に、日程第３「教育長諸報告」を行います。 

資料の２ページをご覧ください。 
まず、４月２０日、県庁での離島留学検討委員会、その後、長崎市役

所での県都市教育長協議会に出席をいたしました。２４日は、厳原の

八幡宮天神神社で行われた陶山訥庵祭に文化財課長とともに出席をい

たしました。２５日は第１回対馬市教頭会でした。２６日から２８日

の３日間、３地区に分けて開催された区長会に部長とともに出席をい

たしました。２８日は、県特別支援教育課の石橋課長、鶴参事をはじめ

４名の方がお見えになり、特別支援学校分教室設置に向けてのスケジ

ュール確認や設置候補となっている学校の視察をしていただきまし

た。５月２日は定例校長会でした。８日は部長会議とＳＤＧｓ推進本

部会議に出席をしました。定例教頭会の日でしたけども、時間帯が重

複していたために欠席をしております。９日は、久田道の海岸寺で行

われた賀島怒軒供養祭に文化財課長とともに出席をしました。１０日

は、青年の家理事会に市長、生涯学習課長とともに出席をいたしまし

た。１２日は、中堅研関係の校長連絡会議を開催しました。中堅教諭等

資質向上研修は、１１年目の者が対象で、本年度本市の対象者は小学

校５名、中学校４名の計９名です。１３日は、市Ｐ連の定期総会に市長

とともに出席をしました。１４日は、大船越小中学校、へき地保育所の

合同運動会に出席をしました。幼児や児童生徒が生き生きと取り組む

姿を見ることができました。保護者も複数の競技に参加するなどして、

大変盛り上がっておりました。なお、２１日にはその他の小学校の運
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動会に、委員の皆様をはじめ多数出席していただいたことと思います。

ありがとうございました。１８日から全国都市教育長協議会並びに研

究大会に出席をしました。文科省からの行政説明、担当の教育委員会

からの実践発表など、いずれも内容が充実し有意義な大会でした。来

年度はこの大会が長崎市で開催されるため、今回は県内１３市のうち、

教育長交代が決まっている壱岐市を除く１２市から参加をしました。

２２日は終日、畑島県議へ市役所の各部の施策や県への要望等につい

てお伝えする場を設定していただき、教育委員会も４課から説明をさ

せていただきました。教育委員会に与えられた時間は３０分間でした

けども、県議からは、今後少しずつ状況を把握し可能な限り応援して

くださる旨のお言葉をいただきました。２４日は、今年度第１回の文

化財保護審議会を開催しました。午後は出居塚古墳とサイノヤマ古墳

の現地視察を行いました。 
以上で諸報告を終わります。報告事項でなにか質疑等ございました

ら「その他」の項でお受けしたいと思います。 
続きまして、日程第４、議案第１０号「対馬市スポーツ推進委員の解

嘱について」の専決処分の承認を求めることについて、日程第５、議案

第１１号「対馬市スポーツ推進委員の委嘱について」の専決処分の承

認を求めることについての議題ですが、関連の案件でもありますので、

一括して審議を行うこととします。事務局から提案理由の説明をお願

いします。 

財部課長 教育長、生涯学習課長。 

中島教育長 生涯学習課長。 

財部課長 ただいま議題となりました議案第１０号及び第１１号につきまして

は、関連の案件になりますので、併せてご説明させていただきます。 

資料の３ページをお願いいたします。まず、議案第１０号専決処分

の承認を求めることにつきまして、対馬市教育委員会教育長に対する

事務委任規則第３条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定によりこれを報告し、教育委員会の承認を求め

るものでございます。今回、専決処分といたしましたのは、スポーツ推

進委員の解嘱について、４月２８日付けで専決処分を行っております。

解嘱となられます委員は、資料４ページのとおりです。 

この委員さんの解嘱に伴いまして、続きまして、議案第１１号、資料

５ページになりますけども、続けてご説明を申し上げます。議案第１

１号専決処分の承認を求めることについて、資料６ページのとおり専

決処分をいたしましたので、同条２項の規定によりこれを報告し、教
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育委員会の承認を求めるものでございます。 

今回、専決処分といたしましたのはスポーツ推進委員の委嘱につい

てです。４月２８日付けで今回委嘱する委員は資料６ページのとおり

です。任期につきましては、前任の残任期間の令和５年５月１日から

令和６年３月３１日としております。説明は以上でございます。ご承

認を賜りますようよろしくお願いいたします。 

中島教育長 はい。以上で説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいた

します。 

佐伯委員 すみません。よろしいですか。 

中島教育長 佐伯委員さん。どうぞ。 

佐伯委員 はい。話せる内容であれば、事情等を教えていただける範囲でお願

いできればと思いますが。 

財部課長 すいません。事情については個人的な理由ということしか私の方で

は伺っておりません。 

佐伯委員 わかりました。ありがとうございます。 

中島教育長 ほかにありませんでしょうか。 

質疑等ないようですから、これから議案第１０号及び第１１号を採

決します。お諮りします。議案第１０号「対馬市スポーツ推進委員の解

嘱についての専決処分の承認を求めることについて」、議案第１１号

「対馬市スポーツ推進委員の委嘱についての専決処分の承認を求める

ことについて」は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声。 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第１０号、第１１号は原案のとお

り承認されました。 

続きまして、日程第６、議案第１２号「対州馬の文化財追加指定につ

いて」を議題とします。事務局から提案理由の説明をお願いします。 

川辺課長 教育長、文化財課長。 

中島教育長 文化財課長。 

川辺課長 では、議案第１２号「対州馬の文化財指定について」の提案理由をご

説明いたします。 

７ページをお願いいたします。資料は次の８ページ９ページと、た

だいまお配りしました答申書になっております。対州馬は平成３１年

４月に、対馬市文化財保護条例第３９条第１項の規定により、対馬市

の文化財として個別に認定指定されました。当初の指定以降、新たに

生まれるなど登録証明書等の条件が整った８頭について、過去に追加
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指定をしております。今年度も同様に条件が整った４頭の対州馬につ

いて、５月２４日開催の対馬市文化財保護審議会に、指定について諮

問いたしました。その結果、対馬市指定文化財として相当であるとの

答申を受けましたので、今回、教育委員会の承認を求めるものです。な

お、資料にありますように、今回の指定したい対州馬は、胡麻、禎子、

つくし、絵海の４頭です。以上で説明を終わります。ご審議方よろしく

お願いいたします。 

中島教育長 説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいたします。 

齋藤委員 聞いてもよろしいですか。 

中島教育長 齋藤委員さん。どうぞ。 

齋藤委員 すみまんせん。性別の欄なのですが、オス、メス以外のこれはなんで

すか。 

川辺課長 センといいまして、去勢された馬です。乗馬とかは、そういうおとな

しい馬がやるらしいです。 

齋藤委員 ありがとうございます。 

佐伯委員 私からも一つよろしいですか。 

中島教育長 どうぞ、佐伯委員さん。 

佐伯委員 はい。今回指定された４頭のうち３頭が毛色が黒鹿と書いてあるん

ですけど、今までになかった毛色が生まれてきたということですか。

今までそういう記載がなく今回初めてなので。 

川辺課長 すいませんちょっとそこのところまで毛色の区別までは・・・。 

佐伯委員 はい、すみません。ありがとうございます。 

中島教育長 ほかに質疑はございませんか。 

会場 はい。 

中島教育長 では、これから議案第１２号を採決します。お諮りします。議案第１

２号「対州馬の文化財追加指定について」は、原案のとおり承認するこ

とにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第１２号は原案のとおり承認さ

れました。 

続きまして、日程第７、議案第１３号「対馬市教育支援委員会委員の

委嘱について」を議題とします。事務局から提案理由の説明をお願い

します。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 



- 6 - 
 

大浦課長 それでは、議案第１３号「対馬市教育支援委員会委員の委嘱につい

て」ご説明いたします。 

本資料の１０ページから１２ページをご覧ください。対馬市教育支

援委員会条例第３条の規定に基づき、別紙のとおり対馬市教育支援委

員会委員の委嘱をしたいので、教育委員会の承認を求めるものです。

本資料１２ページに示しておりますが、教育支援委員会設置の目的を

確認いたします。この教育支援委員会は、幼児、児童及び生徒で心身障

害等のため教育上特別な支援を要する者に対し、適正な就学指導や必

要な教育的支援を行うために、対馬市教育委員会に設置されるもので

す。同条例第３条には、この委員会が１５人以内で組織されること、ま

た、委員は学識経験を有する者、関係教育機関の職員、関係行政機関の

職員、児童福祉施設の職員、学校医、その他の者に委嘱することが定め

られています。資料の１１ページをご覧ください。本年度の委員の案

を掲載しております。学識経験を有する者、関係教育機関の職員、関係

行政職員、児童福祉施設の職員、学校医で構成しています。右側には前

任者の掲載をしております。ご審議のうえ、ご承認をよろしくお願い

いたします。 

中島教育長 はい。説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いします。 

一宮委員 はい。 

中島教育長 どうぞ、一宮委員さん。 

一宮委員 一宮です。任期につきまして、前任者のお名前があるところは１年

で代わっているということですか。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 

大浦課長 はい、１年で代わっているところもございます。元々任期が１年と

するというふうになっておりますので。ただ、再任されることができ

るとなっております。 

一宮委員 はい。 

中島教育長 どうぞ、一宮委員さん。 

一宮委員 なぜその質問をしたかというと、もし１年で代わっていると、なか

なか実態把握が難しいのかなと思ったので。せめて２年とか３年され

たらいいのかなと思いました。ただ、職務上とか立場上で、１年になっ

てるのかなと思ったりして。８名が代わっていますので。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 
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大浦課長 はい、これについてはですね、職場の方の異動等もあってるところ

もありますので、そういった方もいらっしゃいます。例えば学校医さ

んとかはもう転出されてこちらにいらっしゃらないので別の方にとか

ですね、それから行政関係職員についても異動等があって配置が変わ

った関係で代わっているものもあります。 

一宮委員 年度によっては再任の方が多い年度もあるという理解をすればいい

わけですよね。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 

大浦課長 そうですね。大体同じようなところでお願いをしているところもご

ざいますので、例えば、前回は保健部の南地区保健センターの方でお

名前上がっていた方ですが、今度は健康増進課の方に異動されてそこ

で入ることになっております。 

一宮委員 はい、質問は終わります。 

中島教育長 ほかに質疑等はございませんか。 

会場 はい。 

中島教育長 では、ほかに質疑等がないようですから、これから議案第１３号を

採決します。お諮りします。議案第１３号「対馬市教育支援委員会委員

の委嘱について」は、原案のとおり承認することにご異議ありません

か。 

会場 「異議なし」の声 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第１３号は原案のとおり承認さ

れました。 

続きまして、日程第８、議案第１４号「令和６年度使用小・中学校教

科用図書採択事務について」を議題とします。事務局から提案理由の

説明をお願いします。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 

大浦課長 はい、それでは、議案第１４号「令和６年度に使用する小中学校教科

用図書の採択事務について」提案をいたします。これにつきましては、

令和６年度に使用する小中学校教科用図書の採択事務に関し、必要事

項を定める必要があるので提案するものです。 

令和６年度使用小中学校教科用図書採択に係る組織等について説明

をいたします。まず、具体的な組織について説明いたします。資料の１

５、１６ページをご覧ください。対馬地区教科用図書採択協議会規約



- 8 - 
 

に則り中島教育長を委員長として、教育委員２名、保護者代表４名、地

域代表３名、学識経験者２名の合計１２名で採択協議会を組織しまし

た。氏名については今お配りしました資料でご確認ください。教科用

図書採択協議会規約第６条により、本協議会の中の研究機関として調

査員会を設定しました。調査員は、教諭等教育に関し専門的知識を有

する者の中から会長が委嘱し、教科書の調査研究を行い、採択協議会

に報告することになっています。また、第７条により、諮問機関としま

して、教科用図書選定委員会も別に設定しております。選定委員は、校

長等、教育に関し専門的知識と識見を有する者を会長が任命し、調査

員の選定資料をもとに、調査選定を行い、採択協議会に報告すること

になっています。選定委員調査員の詳細につきましては、別添資料の

先ほどの裏の方を見ていただければ、氏名等を掲載しております。ご

確認ください。続いて、資料の１４ページに戻っていただきまして教

科用図書採択事務の日程についてご説明をいたします。本日の教育委

員会で承認をしていただいた後、６月２日に第１回教科用図書採択協

議会、６月１３日に第１回調査員会議、２回目３回目は、教科ごとに実

施をされます。７月１８日に第１回選定委員会、２回目３回目は、教科

ごとに同じように設置実施をされます。８月１８日に第２回教科用図

書採択協議会、８月２４日の教育委員会会議で採択教科書が決定され、

９月１日以降に公表となります。教科用図書見本の展示については、

６月１６日から７月１４日の期間、教科用図書見本を厳原南地区事務

所、峰対馬市教育委員会事務局、上対馬、北地区教育事務所の３か所で

展示をいたします。併せて、小学校でも４ブロックに分けて、１週間程

度、巡回展示を行います。なお、採択の結果については対馬市広報誌で

公表いたします。また、採択協議会規約、採択組織調査研究選定の結

果、教育委員会会議録、各種委員の名簿について、開示請求があれば可

能な範囲で開示をいたします。説明は以上です。ご承認いただきます

ようお願いいたします。 

中島教育長 はい、説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いします。 

佐伯委員 はい。 

中島教育長 佐伯委員さん、どうぞ。 

佐伯委員 佐伯です。調査員の仕事についてはちょっと私も詳しくはわからな

いんですが、例えばご夫婦で調査員になってらっしゃるとかいうとき

に家庭のご負担感とかはどんなものなのかなと。負担が重くなりすぎ

ないような配慮とかそのあたりどうなんでしょうか 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 
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中島教育長 はい、学校教育課長。 

大浦課長 はい、それにつきましては、第１回目の調査委員会等につきまして

は合同で開催しますけども、２回目３回目については、各教科での開

催となり、同日の開催はありませんので日程の調整等も可能かと思っ

ております。また、それぞれ委員さんのお住まいの近くの会場を準備

するようにしておりますので、その辺のところの配慮もできるんじゃ

ないかなとは思っております。 

佐伯委員 失礼しました。ありがとうございます。 

中島教育長 ほかにございませんか。 

早田委員 すみません。 

中島教育長 早田委員さん、どうぞ。 

早田委員 ちょっと教えてもらいたいのですが、教科用図書に特学はありまし

たか。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 

大浦課長 特学についてはですね星本というのがありますので、星本っていう

ですね、星いち、に、さん、し、というのがあるんです。特別支援学校

知的障害者用の教科書が文科省から出ています。それから一般の図書

等についても特別支援の教材として認められると思います。各教科の。 

早田委員 各教科の？ 

大浦課長 各教科というよりいろんな図書類ですね。ですので、その特別支援

についてはどういったものを採用するかというご意見をいただくとい

うことになります。新たに教科書発行者が特別支援用に作ってるって

ことではありません。 

早田委員 はい、わかりました。 

中島教育長 ほかに質疑等はございませんか。 

会場 はい。 

中島教育長 それではこれから議案第１４号を採決します。お諮りします。議案

第１４号「令和６年度使用小中学校教科用図書採択事務について」は、

原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第１４号は原案とおり承認され

ました。 

続きまして、日程第９、報告第８号「要保護及び準要保護児童生徒の

認定等について」を議題とします。事務局から報告をお願いします。 
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大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 

大浦課長 それでは要保護及び準要保護児童生徒の認定等についてご説明いた

します。資料の１７ページから１９ページをご覧ください。 

なお、校種別学校別の児童生徒の氏名等については、別にお配りし

ている資料をご参照ください。この資料については、この会終了後に

回収いたしますことをご了承ください。今回は令和５年４月１日現在

の継続認定者数と、５月までに申請のあった新たな認定者、認定取り

消しがあった者の報告いたします。まず、要保護認定者についてです。

小学校の要保護認定者は継続認定者が８名、新規の認定者は３名合計

１１名となっております。中学校の要保護の認定者は継続認定者が９

名、新規認定者は２名の合計１１名となっております。次に準要保護

についてです。小学校の準要保護認定者は継続認定者が１３０名、新

規認定者は２５名で合計１５５名となっております。中学校の準要保

護の認定者は継続が１０６名、新規認定者は４名の合計１１０名とな

っております。なお、準要保護認定者の小中学校１年生については、新

入学児童生徒学用品費の入学前支給の対象となっており、今年度は小

学校が１８名、中学校で３３名がその対象となっております。認定者

は以上です。次に、認定取り消しについて報告をいたします。準要保護

の認定を受けていたものの中で、生活保護の受給開始により認定取り

消しになった小学校児童が１名、中学校生徒が２名となっております。

そして、要保護の認定を受けていたものの中で、認定が取り消しにな

った児童生徒はいませんでした。報告は以上です。 

中島教育長 はい、報告は終わりましたが、この件に関して質疑等はありません

か。よろしいでしょうか。 

それでは、質疑等ないようですから、報告第８号「要保護及び準要保

護児童生徒の認定等について」の報告は終了いたします。 

続きまして、日程第１０「その他」の事項に移ります。まず、各課の

事業予定をさせていただきたいと思います。教育総務課から順に主な

内容について報告をお願いします。 

扇課長 教育長、教育総務課長。 

中島教育長 はい、教育総務課長。 

扇課長 それでは教育総務課関係の行事予定について説明いたします。 

資料の２０ページ２１ページになります。まず、６月８日、対馬市奨

学資金基金運営委員会を開催いたします。本年度１件の申請があって

おります。続きまして、２１ページになりますが６月２０日火曜日か
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ら令和５年第２回対馬市議会定例会が開催されます。２１日から２３

日が一般質問の予定です。２７日が補正予算に係る総務文教常任委員

会が開催される予定となっております。最終日は７月４日の予定であ

ります。それから６月２５日は国境マラソンイン対馬が上対馬町で実

施されます。６月２９日は第６回教育委員会会議を予定しております。

以上です。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 

大浦課長 それでは学校教育課関係です。 

１日が定例校長会、それから租税教育推進協議会総会がございます。

２日が第１回の教科用図書採択協議会です。５日が定例教頭会です。

７日、８日に人事評価制度に係る校長の当初面談を実施します。同じ

く７日に対馬市介助員研修会、保健主事部会が開催されます。９日と

１２日に対馬市教育相談会を実施します。それから土日になりますが、

１０日、１１日に中学校体育大会陸上競技が実施予定です。１５日に

研究主任研修会と栄養教諭・学校栄養職員・食育給食担当者会があり

ます。１６日に厳原北小学校の学校経営訪問を行います。それから１

７日にへき連・小規模校教育研究連盟の総会、それから引き続き人権

教育研究会総会があります。教育長が出席をされます。それから、２０

日に学校実態調査を比田勝小学校と東部中学校で実施します。県教委

主催の事業となります。県教育庁から人事管理監をはじめ４名が来島

される予定です。２６日に特別支援教育連携協議会があります。２７

日に大船越中学校、２８日に今里小学校の新任校長校訪問を実施しま

す。２９日に生活指導主任・生徒指導主事研修会があります。以上で

す。 

財部課長 教育長、生涯学習課長。 

中島教育長 はい、生涯学習課長。 

財部課長 生涯学習課の事業について説明いたします。 

６月６日、社会教育委員会・公民館運営審議会合同会議を峰地区公

民館で開催予定でございます。あとは月間通してになりますけども、

各地区公民館におきまして６月から公民館講座を実施してまいりま

す。以上で報告を終わります。 

川辺課長 教育長、文化財課長。 

中島教育長 はい、文化財課長。 

川辺課長 はい、文化財課の６月の月間の予定です。 

最後の月間業務のところに予定として入れておりました赤米の田植
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えがですね、６月２日に実施されることが決まりました。当初、豆酘小

学校のバケツでの栽培のみということだったんですが、今年度に入り

まして、地区の方が善意でうちのあの田んぼに植えてもいいよってい

うことをおっしゃっていただいて、そのご厚意に甘えるかたちで田ん

ぼでも植えるように調整を進めています。６月５日に赤米伝統文化連

絡協議会、岡山県総社市と鹿児島県南種子町と対馬市とでウェブで３

市を結んで会議を開催します。あとは、まだ日程は決まっておりませ

んが６月中に例年、朝鮮通信使顕彰事業会の総会があっておりますの

で予定に入れております。文化財課は以上です。 

中島教育長 はい、追加で１３日の午前に豊玉文化会館で少年婦人防火委員会と

いう会議が入っています。 

それでは、事業予定の報告が終わりましたが、この件に関して質疑

等はありませんか。 

会場 ありません。 

中島教育長 それでは、事務局から、何か「その他」の事項でありませんか。 

事務局 ありません。 

中島教育長 委員さんから、何か「その他」の事項でありませんか。 

齋藤委員 いいですか。 

中島教育長 齋藤委員さん、どうぞ。 

齋藤委員 上対馬地区の給食センターがまだ職員が不足しているというふうに

聞いております。募集をかけてると思いますがその後入られたのかな

と、ちょっと心配になりまして。ゴールデンウイークの１日と２日の

平日はお弁当を皆さん作っていってたので、どうなってるのかなと。 

扇教育部長 その件は、私の方からお答えいたします。現在募集をかけておりま

すけども、まだ応募がなくてギリギリのところで対応している状況で

す。それで、一応対応の方法といたしましては、米飯を花海荘にお願い

いたしまして、調理の方は副食を対応するかたちに今はしています。

この件につきましては、ずっと回覧なり、ホームページやケーブルテ

レビなどいろんなかたちで募集をかけてるんですけども、なかなか応

募がない状況でございまして、これは委員さん皆様、特に斎藤委員さ

んの力をお借りしてですね、紹介していただけないかなと思っている

ところなんですね。 

齋藤委員 個人的にも声かけをしてみようと思います。現在何名いるんですか

ね。 

扇教育部長 正職の調理員が３名ですね。あと１名正職がいるんですけど産休に

入っておられて、ちょっとその方が欠けるものですから、正職として
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は３名、あと臨時２名の方が大体毎日入っていただいてます。その５

月１日・２日というのが、今働いてる方の事情がいろいろありまして、

ちょっと対応が厳しいという状況だったもので、大変申し訳なかった

んですけども弁当にさせていただきました。 

 【録音停止】 

早田委員 いいですか。 

中島教育長 早田委員さん、どうぞ。 

早田委員 行動表の中で４月２８日に県の特別支援教育課が来られたときに、

分教室の設置というような話をされたんですかね。話してもらえるの

ですかね。 

 【録音停止】 

一宮委員 はい。 

中島教育長 一宮委員さん、どうぞ。 

一宮委員 ４月２０日離島留学検討委員会について話せる範囲で結構なんです

が、ちょっと情報教えてください。 

中島教育長 この離島留学検討委員会は、今後もこれを持続可能な取り組みとし

て、長崎県が取り組んでいくべきなのかどうかとかですね、そういう

ことも含めて検討する会議が設置されました。その第１回目の会議と

いうことで壱岐、対馬、五島の市長、教育長と県の教育委員会の事務局

職員、課長さん以上ですかね、ほぼ全員が出席されて大人数での会議

でした。それぞれの市の教育長や市長の立場から思っていることをお

願いしますということで、一言ずつ発言をする機会をいただきました。

対馬市としてはしっかり目的を持ってきているお子さんたちにとって

は非常に有意義な制度なので、ぜひ継続をお願いしたいということと、

一宮委員さんに事前に連絡させていただいたんですが、対馬市の場合

は里親をしてくださってる方がもう制度開始当初からもう２０年ぐら

い続けてくださってる方が多いですね。今のところ特に大きな問題は

起きてないということで、対馬市としては是非、続けてほしいという

旨の発言をさせていただきました。この会議を受けて次は、事務局レ

ベルでの会議で扇課長さんが出席されました。 

扇課長 昨日、委員会の下の検討部会が開催されたんですけど、対馬高校の

校長先生、それから振興局から管理部長、市の方から私と総務部の次

長。地域づくりの代表ということで、ＭＩＴの吉野さん。それと里親代

表の方の１名が委員でした。昨日は離島留学生、保護者それから、里親

に離島留学制度についてのアンケートをとってましたのでその結果の

報告と、それを踏まえて今後どうのような対策が必要かということを
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話しました。アンケートの結果では、相談するのは、一番多いのは保護

者になってたんですよね。その辺の相談体制の充実というか、離島留

学生支援委員ですかね、専任職員がいるんですけど、その辺の相談体

制をもうちょっと整えるとか、あとこのコロナの影響で韓国との交流

ができなかったもんですから、それを目的で頑張ろうと思って来てる

子供たちのモチベーションも下がって温度差が出てきたりとかそうい

う問題があるようです。一番私が思ったのは、アンケートの中で、生徒

がですね、島外から来た生徒と地元の生徒のコミュニケーションが取

れてないような気がして、その辺も解消していく必要があるのかなと。

部会としては第２回の部会を６月下旬に開催して、今後の方針を決め

まして、その後、委員会の方に諮って８月下旬には何らかの回答を出

すというスケジュールになっています。 

一宮委員 ありがとうございます。学校側の出席者はどなたですか。 

扇課長 校長先生だけです。支援委員も入るのかなと思ったんですけど。 

一宮委員 ちょっと気になりましたので、聞かせてもらいました。ありがとう

ございました。 

中島教育長 それでは本日の会議はこれで終了いたしますが、次回の会議日程の

件で事務局からお願いします。 

事務局 失礼します。次回は６月２９日、木曜日、１４時から場所は対馬市役

所峰庁舎第４会議室を予定しております。 

中島教育長 はい、次回の会議日程について提案がありましたけれども、皆様の

ご都合はよろしいでしょうか。 

会場 はい。 

中島教育長 それでは次回の会議を６月２９日、木曜日に開催いたします。開始

時刻は１４時から。対馬市役所峰庁舎２階第４会議室の予定ですが、

後日事務局から改めて通知をいたします。 

これで本日の日程は全部終了しましたので会議を閉じます。以上で

令和５年第５回対馬市教育委員会会議を閉会します。お疲れさまでし

た。 

会場 お疲れさまでした。 
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